
大雨による災害の危険から道路利用者を守るため、遮断機操作訓練を実施しました！

●遮断機操作訓練 各日２班に分けて講義受講と操作訓練を交互に実施。
①講義受講（緊急時対応の通行規制の方法、雨量通行規制の目的や法的根拠など）
②遮断機の昇降訓練、規制表示板の操作訓練

●訓練受講者 5月17日（火）13名、5月18日（水）9名（計22名）

●参加者の感想
今回の訓練は人命を守る上で非常に有意義なものとなった。今回の訓練を基礎として、実際の出動時も
迅速に対応し、道路利用者の安全確保に努めたい。

①遮断機電動操作 ②遮断機手動操作

機側盤を操作し、遮断機を操作しています。 停電時を想定し、遮断機を手動で操作しています。

内容：国道５２号における遮断機操作訓練
日時：平成28年5月17日（火）、5月18日（水）14：00～15:30

③遮断機訓練（全景）
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